
おくやみコーナーのご案内

甲州市では、亡くなられた方に関する手続きをご案内する「おくやみコーナー」を本庁舎に
設置しています。ご利用には、来庁する２開庁日前までに電話予約が必要です。

※死亡時に甲州市に住民登録をされていた方のご遺族が対象です。
※おくやみコーナーを利用せず、直接各担当課でお手続きすることもできます。

おくやみコーナーでできること

●必要な手続きをまとめて受付できます 
市役所での主な手続きについては、窓口を移動することなく、１ヶ所で完了すること
ができます。
※一部、担当課でしかできない手続きもあります。
※内容によっては一度で終わらない手続きもあります。

●書類の記入が省略できます 
事前予約することで、亡くなられた方の住所・
氏名など基本的な情報をあらかじめ申請書に
印字するため、書類の記載を省略できます。

●専用ブースで安心して相談できます 

予約方法について

来庁する２開庁日前までに以下の方法で予約してください。

●電話予約（「おくやみコーナーの予約」とお伝えください）

　電話番号：0553-32-5061
受付時間：午前 8時 30 分～午後 5時 15 分まで
　　　　　　（土・日・祝休日・年末年始を除く）

　【予約可能枠】
❶ 午前 10 時から　　　❷ 午後 2時から　　　❸ 午後 3時 30 分から

※予約時間を15分以上経過しても来庁されなかった場合はキャンセル扱いとなります。

甲州市おくやみコーナー
場　　所：甲州市役所本庁舎 1階　市民課
受付時間：午前 8時 30 分～午後 5時 15 分まで
　　　　　（土・日・祝休日・年末年始を除く）
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